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4.15 石綿含有建材の除去等作業が適切に行われたことの確認及び作業の

記録 
解体等工事の元請業者及び自主施工者（以下「元請業者等」という。）は、石綿含有建材の除去等作業

を行う際、作業完了前に除去等作業が適切に行われたことの確認を行わなければならない。 

除去等作業が適切に行われたことの確認は、①除去等作業において、作業計画どおりの飛散・ばく露防止措

置がとられていたこと、②除去作業終了後に除去面に石綿の取り残しがないか（封じ込め又は囲い込みを行う場

合は、適切な飛散防止措置がとられていること）、その他作業区域内へ破片の飛散や堆積粉じんがないかにつ

いて行う。 

大防法では、元請業者等の責務として、①及び②の確認終了後、確認したことを証明する記録を作成し、①

と②の記録とともに特定工事終了後３年間保存する義務がある（元請業者の場合は、発注者に完了結果を

書面で報告する必要があり、その書面の写しもあわせて保存する）。 

また、石綿則においても、事業者は作業計画に従って解体等作業を行わせたことについて写真その他実施状

況を確認できる方法により記録し、当該石綿使用建築物等解体等作業を終了した日から３年間保存することと

している。 

本項では①の確認のために必要な記録、①及び②の確認内容のほか、確認したことを証明する記録の作成

方法、発注者への報告事項や報告時期について解説する。 

 

4.15.1 作業が適切に行われたことの確認の流れ 

除去等作業が適切に行われたことの確認の流れを図 4.15.1 に示す。 

計画どおり適切な飛散・ばく露防止措置がとられていたことの確認は、除去等作業によって周辺への石綿の飛

散や作業者のばく露がないことを確認するため、解体等工事の責任者である元請業者等が行う。 

計画どおり適切な飛散・ばく露防止措置がとられていたことの確認のためには、作業計画の分担に応じて飛散・

ばく露防止措置の内容等を記録しておく必要がある。日々の作業の記録は、当該作業の実施者が行い、解体

等工事の終了まで保存しなければならない。 

解体等工事の元請業者等は、除去等作業の前・中・後において、適宜、日々の作業の記録の確認や現場の

巡回により作業の状況を把握し、計画どおり適切な飛散・ばく露防止措置がとられていたことの確認を行う。除去

等作業終了後、除去等作業の記録、確認を適切に行うために必要な石綿等に関する知識を有する者が行った

石綿の取り残しがないことの確認結果を確認し、確認したことを証明する記録を作成してとりまとめる。 

石綿等に関する知識を有する者は以下の者である。 

＜解体等工事の対象が建築物の場合＞ 

・調査者等 

・除去等工事に係る石綿作業主任者 

＜解体等工事の対象が工作物の場合＞ 

・除去等工事に係る石綿作業主任者 

解体等工事の元請業者等は、確認の結果を遅滞なく発注者に書面で報告するとともに、3 年間保存しなけれ

ばならない。保存にあたっては、発注者に報告した書面の写しも併せて保存する。 

これらの記録・確認の流れについて、参考として、石綿含有吹付け材等を切断等により除去する作業における

記録・確認の例を図 4.15.2 に、石綿含有吹付け材の切断等を行わない作業における記録・確認の例を図

4.15.3 に示した。 
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図4.15.1 除去等作業が適切に行われたことの確認の流れ（除去等作業が下請負契約でなされる場合） 

※自主施工者に該当する一般個人が行う日曜大工などの軽微な改修等工事については、自ら確認を行うことができる。 
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依頼 

【元請業者】 

除去等作業前・中・後の確認 

（4.15.2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

除去等作業結果のとりまとめ 

【下請負人】 

 作業計画に基づき作業を実施し、 

日々の作業を記録（4.15.2） 

 作業の記録を元請業者に報告 

 作業の記録は特定工事終了まで

保存（大防法） 

 自主点検記録は３年間保存、作

業の概要や労働者の健康管理の

ための記録は 40 年間保存（石

綿則） 

除去等作業後 

取り残しがなく飛散・ばく露するお

それがないことを確認 

（隔離作業の場合は隔離を解く

前に確認：4.15.4） 

・除去等作業が適切に行われたこ

との確認の記録を作成し、発注

者に報告（4.15.5） 

・記録（発注者に報告した書面

の写しを含む）は３年間保存 

※労働者の健康管理のための記

録は 40 年間保存（石綿則） 

【発注者】 

【確認を適切に行うために

必要な知識を有する者※】 

（4.15.3） 

部位ごとに目視により取り残しが

ないことを確認 

除去等作業前 

掲示や必要な資機材等が正しく

準備されているか、作業従事者が

特別教育を受講しているか確認 

除去等作業中 

作業が適切に行われているか、下

請負人が作成する日々の作業の

記録等から適宜確認 
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●石綿含有吹付け材の切断等を行う作業における記録・確認の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜確認＞ ＜作業等＞ ＜記録＞ 

除
去
作
業
中 

元請業者が 
確認 

元請業者が 
適宜確認 

作業内容、事前調査結果等の掲示 

作業場の隔離、セキュリティゾーンの設置 

 

集じん･排気装置の設置 

除
去
作
業
前 

集じん･排気装置の点検・確認 
作業場内及びセキュリティゾーンの負圧確認 

掲示板の設置状況、記載事項 

特別教育の受講者名簿過去の受講記録 特別教育 

隔離の実施状況、セキュリティゾーンの設置状況 

使用する集じん・排気装置の点検記録、設置状況 

集じん・排気装置出口の粉じん濃度測定結果 

隔離、負圧の確認 

遠景近景 

石綿含有建材の湿潤化 

集じん・排気装置の排気口から粉じんの 
漏えいがないことを定期的に確認 

石綿粉じんの処理・清掃 

作業者の入退出時の際等、隔離、作業場内

及びセキュリティゾーンの負圧を定期的に確認 

石綿含有建材の除去 

使用器具等の付着物の除去又は梱包 

従事者の記録 

湿潤化に用いた薬液等、散布状況 

除去作業の方法、範囲、状況 

保護具等の着用状況 

隔離、負圧の確認 

集じん・排気装置出口の粉じん濃度測定結果 

集じん・排気装置のフィルタ交換等の状況 

除去された石綿の梱包・保管状況 

退出時の付着物の除去 
廃棄のための梱包の状況 

作業従事者の記録 
周辺作業従事者の記録 

除去前 

除去後 

必要な知識を

有する者 
に依頼 

元請業者が 
確認 

除
去
作
業
後 

元請業者が 
確認 

取り残しがないことの確認 

使用した薬液等散布状況 

飛散のおそれがないことの確認結果 

発注者へ報告したことの記録を作成 

確認したことを証明する記録を作成 

作業場内の清掃状況 

清掃後 

 ：基本的に１回記録する事項  ：日々記録する事項 
：写真により記録する事項 

 （最低限必要なもの） 

図4.15.2 石綿含有吹付け材の切断等を行う作業における記録・確認の例 

確認を適切に行うために必要な知識を有する
者による石綿の取り残しの有無の確認 

負圧隔離養生の解除 

発注者への報告 

除去部分・その他露出面への粉じん飛散防止

処理剤（透明色）の散布 

石綿粉じん等の飛散のおそれがないことの確認 

作業場内の仕上清掃 
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●石綿含有吹付け材の切断等を行わない作業における記録・確認の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜確認＞ ＜作業等＞ ＜記録＞ 

除
去
作
業
中 

元請業者が 
確認 

元請業者が 
適宜確認 

作業内容、事前調査結果等の掲示 

周辺の養生 

 

除
去
作
業
前 

掲示板の設置状況、記載事項 

特別教育の受講者名簿過去の受講記録 特別教育 

養生の実施状況 

遠景近景 

石綿含有建材の湿潤化 

石綿粉じんの処理・清掃 

石綿含有建材の除去 

使用器具等の付着物の除去又は梱包 

従事者の記録 

湿潤化に用いた薬液等、散布状況 

除去作業の方法、範囲、状況 

保護具等の着用状況 

除去された石綿の梱包・保管状況 

付着物の除去 
廃棄のための梱包の状況 

作業従事者の記録 
周辺作業従事者の記録 

除去前 

除去後 

必要な知識を

有する者 
に依頼 

元請業者が 

確認 

除
去
作
業
後 

元請業者が 
確認 

取り残しがないことの確認 

使用した薬液等散布状況 

発注者へ報告したことの記録を作成 

確認したことを証明する記録を作成 

作業場内の清掃状況 

清掃後 

 ：基本的に１回記録する事項  ：日々記録する事項 ：写真により記録する事項 

 （最低限必要なもの） 

図4.15.3 石綿含有吹付け材の切断等を行わない作業における記録・確認の例 

確認を適切に行うために必要な知識を有する

者による石綿の取り残しの有無の確認 

養生の解除 

発注者への報告 

除去部分への粉じん飛散防止処理剤の散布 

作業場内の仕上清掃 
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4.15.2 作業の記録、確認及び記録の保存 

（1）作業の記録 

除去等作業の実施者は、作業計画の分担に応じて飛散及びばく露防止措置の内容等を記録しておく必要が

ある。日々の作業の記録は、当該作業の実施者（主に下請負人）が行い、元請事業者等は当該記録等から

計画通り適切な飛散及びばく露防止措置がとられていることの確認を行う。解体等工事の終了後に保存する記

録は、元請事業者等及び事業者がそれぞれ必要な項目を取りまとめ、保存する。 

作業の記録の実施者、記録事項及び保存期間は表 4.15.1 のとおりである。 

 

表4.15.1 作業の記録の対象者、記録事項及び保存期間 

大防法による記録事項 石綿則による記録事項 

●法第18条の14、施行規則第16条の4第三号 

・記録の実施者：元請業者、自主施工者及び下請負人 

・保存期間：工事終了後まで保存 

・記録事項 

✓ 特定粉じん排出等作業の実施状況 

（石綿含有吹付け材の切断等を伴う除去、封じ込め、囲い

込み、石綿含有断熱材等の切断等を伴う除去及び封じ

込めを行う場合は確認年月日、確認の方法、確認の結

果及び確認者の氏名を含む） 

●石綿則第35条の2第1項 

・記録の実施者：全ての事業者 

・保存期間：工事終了後３年間 

・記録事項 

✓ 作業計画に従って石綿使用建築物等

解体等作業を行わせたことについて、写

真その他実施状況を確認できる方法に

より記録する 

✓ 当該石綿使用建築物等解体等作業に

従事した労働者の氏名及び当該労働

者ごとの当該石綿使用建築物等解体

等作業に従事した期間 

✓ 周辺作業従事者※の氏名及び当該周

辺作業従事者ごとの周辺作業に従事し

た期間 

※石綿の除去等作業を行っている場所において、他の

作業に従事していた者 

●法第 18 条の 23 第 2 項、施行規則第 16 条の 16 

・記録の実施者：元請業者又は自主施工者 

・保存期間：工事終了後 3 年間 

・記録事項 

✓ 特定工事の発注者の氏名又は名称及び住所並びに法

人にあってはその代表者の氏名 

✓ 特定工事の元請業者又は自主施工者の現場責任者の

氏名及び連絡場所 

✓ 下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の

当該下請負人の氏名又は名称及び住所並びに法人に

あっては、その代表者の氏名 

✓ 特定工事の場所 

✓ 特定粉じん排出等作業の種類及び実施した期間 

✓ 特定粉じん排出等作業の実施状況（次に掲げる事項を

含む。） 

➢ 元請業者等が、当該特定工事における特定建築材

料の除去等の完了後に、除去等が完了したことの確

認を適切に行うために必要な知識を有する者に当該

確認を目視により行わせた年月日、確認の結果（確

認の結果に基づいて補修等の措置を講じた場合は、

その内容を含む。）及び確認を行った者の氏名 

➢ 石綿含有吹付け材等の切断等を伴う作業を行った場

合は、負圧の状況の確認、集じん・排気装置の正常

な稼働の確認（作業の開始前及び中断時並びに始

めて作業を行う日の開始後）及び隔離を解く前の特

定粉じんが大気中へ排出され、又は飛散するおそれが

ないことの確認をした年月日、確認の方法、確認の結

果（確認の結果に基づいて補修等の措置を講じた場

合は、その内容を含む。）及び確認した者の氏名 

●石綿則第35条 

・記録の実施者：全ての事業者 

・保存期間：従事者が当該作業に従事しなくな

った時から 40 年間 

・記録事項（直接石綿の除去等の作業を行っ

た者及び周辺作業従事者が対象） 

✓ 労働者の氏名 

✓ 従事した作業の概要（周辺作業従事

者は他の者が従事した石綿の除去等作

業の概要） 

✓ 作業に従事した期間 

✓ 作業に係る事前調査（分析調査を行っ

た場合においては事前調査及び分析調

査）の結果の概要 

✓ 上欄の記録の概要 

✓ 保護具等の使用状況（周辺作業従事

者のみ） 

✓ 石綿等の粉じんにより著しく汚染される事

態が生じたときは、その概要及び事業者

が講じた応急の措置の概要 
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具体的な記録事項や記録時期は、対象となる石綿含有建材と作業の方法により異なる。参考例として石綿

含有吹付け材の切断等を行う作業における記録事項の例を表 4.15.2～4.15.4 に示す。 

作業の実施者は、これらの表を参考に除去作業の開始前、作業中、作業後のそれぞれの工程において、適宜

確認に必要な記録を行う。記録事項は、作業の方法を踏まえて適宜加除する。なお、参考例は当該表を記録者

自身又は確認者がチェック表として活用することも考慮し、確認欄を設けている。 

写真による記録については、撮影場所、撮影日時等が特定できるように記録する必要がある。また、写真その

他実施状況を確認できる方法には、動画により記録する方法が含まれる。 

下請負人が作業を実施した場合は、除去等作業終了後、速やかに作業の記録を元請業者等に報告する。 

 

（2）作業が適切に行われたことの確認 

解体等工事の元請業者等や事業者は、除去等作業の前・中・後において、適宜、(1)の日々の作業の記録の

確認や現場の巡回により作業の状況を把握し、計画どおり適切な飛散・ばく露防止措置がとられていたことの確認

を行い、その結果を記録する。 

 

（3）記録の保存 

記録の保存期間は表 4.15.1 に示すとおりである。なお、これらの記録の保存は、電子データで保存することも

可能である。 
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表4.15.2 石綿含有吹付け材の切断等を行う作業における記録事項の例（除去作業前） 

作業 

時期 
項目 

確認 

欄 
記録事項 

記録の 

時期 
記録の趣旨 

除去

作業

前 

１．掲示 □ 

 

掲示板（近景・遠景） 

 

作業実施の掲示、事前調査結

果の掲示、関係者以外立入禁

止の表示、石綿の人体に及ぼす

作用・取り扱い上の注意事項・

使用すべき保護具等の掲示 

掲 示 板 の

設置時～

除去作業

日 の 除 去

開始前 

・作業実施の掲示や事前調査結果の掲示

は、周辺住民や作業者が、当該除去等作

業の内容を把握するためのツールである。 

・関係者以外立入禁止の表示等は、石綿

則に基づき表示・掲示が必要なものであり

作業現場の見やすい箇所、作業者が見や

すい箇所に表示・掲示する必要がある。 

・掲示板の内容が大防法・石綿則に規定

する内容を満たしており（近景）、公衆や

作業者の見やすい位置に設置されている

（遠景）ことを示すために記録する。 

・写真による記録が必要。 

２ ． 特 別 教

育 
□ 

 

特別教育の受講者名簿又は過

去の受講記録 

入所時 ・適切な除去等作業の実施にあたり、除去

等作業を行う者全員が、石綿の有害性、

石綿等の使用状況等の特別教育を受けて

いることを示すために記録する。 

・3年間の記録の保存義務（安衛則） 

３．作業場の

隔離、セキ

ュリティゾーン

の設置 

□ 

 

隔離の実施状況、セキュリティゾ

ーンの設置状況 

隔離、セキ

ュリティゾー

ン の 設 置

時 

・計画どおりの隔離措置がなされ、石綿等

の粉じんがセキュリティゾーン（更衣室、洗

身室、前室の3室）の設置により作業場

外部へ飛散することの防止及び除去作業

に従事する作業者等工事関係者以外の

者の立入を遮断できていることを示すために

記録する。 

・写真による記録が必要。 

４ ． 集 じ ん ・

排気装置の

設置 

□ 

 

【集じん・排気装置の設置】 

装置の型式、設置日時、設置

者氏名、設置状況、適正稼働

確認の方法、確認結果 

集じん・排

気 装 置 の

設置時 

・HEPAフィルタを付けた集じん・排気装置

が設置時に事前点検されており、粉じん濃

度等の結果から正常に稼働することを示す

ために記録する。 

・作業場内の空気の溜まりや排気ダクトの

圧力損失等がなく、適切に設置されている

ことを示すために記録する。 

・集じん・排気装置の型式や換気回数はパ

ンフレット等、設置状況は写真や図面、適

正稼働確認の結果は点検記録簿の写しが

あるとよい。 

５ ． 集 じ ん ・

排気装置の

点検、作業

場及びセキ

ュリティゾーン

の負圧保持 

□ 

 

【集じん・排気装置の適正稼働

確認】 

確認日時、確認方法、確認結

果、確認者氏名 

【作業場及びセキュリティゾーンの

負圧】 

確認日時、確認方法、確認結

果、確認者氏名 

除去作業

日 の 除 去

開始前 

【集じん・排気装置の適正稼働確認】 

・設置時同様、除去作業日毎の除去開始

前に集じん排気装置が適正稼働していたこ

とを確認するために記録する。 

【作業場及びセキュリティゾーンの負圧】 

・除去作業日の除去開始前に作業場及び

セキュリティゾーンの負圧が確保されていたこ

とを確認するために記録する。 

・点検記録表があるとよい。 

 

確認年月日：  年 月 日 

確認者：（所属）    （氏名）      
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表4.15.3 石綿含有吹付け材の切断等を行う作業における記録事項の例（除去作業中） 

作業 

時期 
項目 

確認 

欄 
記録事項 

記録の 

時期 
記録の趣旨 

除去

作業

中 

１ ． 石 綿 含

有建材の湿

潤化 

□ 

 

湿潤化に用いた薬液名、薬液の

散布状況 

除去作業

日ごと 

・粉じん飛散抑制剤が用途に対して適切に

使用されていることを示すために記録する。 

・作業場所ごとに薬液名や散布状況が分か

るものが必要。 

２ ． 石 綿 含

有建材の除

去 

□ 

 

除去作業の方法、作業範囲、

状況 

除去作業

日ごと 

・大気中への飛散や作業者へのばく露を防

止するための措置がとられ、除去等作業が

適切に行われていることを示すために除去等

作業の方法、範囲、状況等の概要を記録

する。 

・作業計画書の図面のほか、作業場所ごと

に除去前後の写真、除去作業中の写真な

どが必要。 

３ ． 作 業 場

及びセキュリ

ティゾーンの

負圧保持 

□ 

 

【作業場及びセキュリティゾーンの

負圧】 

確認日時、確認方法、確認結

果、確認者氏名 

除去作業

日ごとに数

回（入退

出時等） 

・作業者の入退出時に負圧不備により石綿

が飛散する事例があることから、除去等作業

中においても、作業者の休憩時等の出入の

際に正常に稼働していることを示すために適

宜記録する。 

・点検記録表での記録が望ましい。 

４ ． 集 じ ん ・

排気装置の

点検 

□ 

 

 

□ 

 

□ 

 

【集じん・排気装置排出口の粉

じん濃度】 

確認日時、確認方法、確認結

果、確認者氏名 

【集じん・排気装置の運転時間】 

稼働していた時間 

【フィルタ交換等のメンテナンス記

録】 

実施日時、実施内容、実施者

氏名 

除去作業

日ごとに数

回（メンテ

ナンスの記

録は実施

時、稼働

時間は作

業終了

時） 

・除去等作業中においても、集じん・排気装

置が正常に稼働していたことを示すために適

宜（例えば作業の中断前後）記録する。 

・フィルタ交換等、メンテナンスが正しく行われ

ていることを示すために記録する。（一般的

には、1次フィルタは3～4回/日程度、2次フ

ィルタは1回/日程度、HEPAフィルタは1次、

2次フィルタを取り替えても目詰まりをおこす

可能性のある場合（500 時間程度）に

交換する） 

・点検記録表での記録が望ましい。 

５．石綿粉じ

んの処理 
□ 除去された石綿の梱包及び保

管状況、当該梱包への表示 

除去作業

日ごと 

・除去した石綿を放置せずに、適切に表示、

梱包、保管していたことを示すために記録す

る。 

・写真による記録が必要。 

６ ． 使 用 器

具等の付着

物の除去又

は梱包 

□ 

 

使用した器具や保護具等を持ち

出す際の付着物の除去の状況

又はこれらを廃棄する場合の梱

包の状況 

除去作業

日ごと 

・石綿が付着したままの使用器具、保護具

等を作業場外に持ち出すことは、石綿等の

粉じんの飛散につながるおそれがあることか

ら、使用器具、保護具等を作業場外に持ち

出す際に付着物が除去されていたこと又は

梱包されていたことを示すために記録する。 

・写真があると分かりやすい。 

７ ． 保 護 具

等の着用状

況 

□ 

 

保護具（呼吸用保護具、保護

衣）の着用状況 

除去作業

日ごと 

・作業者の石綿ばく露を防止するため、除去

対象及び工法により指定された保護衣等の

着用が必要であることから、除去等作業者

が適切な保護衣、呼吸用保護具等を正しく

用いていたことを示すために記録する。 

・写真による記録が必要なほか、資材表や

点検記録があると分かりやすい。 

８．従事者の

記録 
□ 

 

除去等作業従事者及び周辺作

業従事者の氏名、従事日時、

従事した作業 

除去作業

日ごと 

・石綿に関する健康被害は、長時間経過し

た後に発生することから、石綿等の取扱い作

業に従事した者、周辺作業に従事した者の

従事期間を示すために記録しておく必要が

ある。 

・40年間保存（石綿則） 

確認年月日：  年 月 日 

確認者：（所属）    （氏名）     
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表4.15.4 石綿含有吹付け材の切断等を行う作業における記録事項の例（除去作業後） 

作業 

時期 
項目 

確認 

欄 
記録事項 

記録の 

時期 
記録の趣旨 

除去

作業

後 

１．石綿の取

り 残 し の 有

無 

□ 

 

除去対象の石綿が適切に処理

されたことの確認 

隔 離 解 除

前 

・石綿を取り残したまま隔離を解除すると

作業場外へ飛散するおそれがあるため、確

実に除去されていることを確認し、記録す

る。 

4.15.3参照 

・取り残し確認の措置の実施状況及び当

該確認を行った者の資格が確認できるもの

について、写真等による記録が必要。 

２ ． 除 去 部

分への粉じ

ん飛散防止

処理剤の散

布 

□ 

 

散布した薬液名、散布状況 隔 離 解 除

前 

・粉じん飛散防止処理剤（固化剤）が用

途に対して適切に使用されていることを示

すために記録する。 

・薬液名や散布状況が分かるものが必要。 

３．石綿粉じ

んの飛散の

おそれがない

ことの確認 

□ 

 

隔離内の石綿粉じん等の飛散

のおそれがないことの確認日時、

確認方法、確認結果、確認の

実施者氏名、隔離空間内の清

掃の状況 

隔 離 解 除

前 

・何らかの方法で隔離解除の際に、隔離

空間内に石綿等の粉じんがないことの確認

を行ったことを示すため記録する。 

・確認結果報告書や清掃後の写真などが

必要。 

４ ． 作 業 場

内の仕上清

掃 

□ 

 

作業場所の床又は地面等の清

掃状況 

仕 上 清 掃

時 

・石綿が残留したまま以降の作業を進める

ことは石綿の飛散につながるおそれがあるた

め、作業場所の床や地面等が清掃されて

たことを示すために記録する。 

・仕上清掃後の写真などが必要。 

 

確認年月日：  年 月 日 

確認者：（所属）    （氏名）     

  


